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● 保育提供のఁౄにબる提供体制の確保の内容について（Ｐ７１より抜粋） 

  既存施設の活用  

児ญの少ൊ向を౷まえ、既存の施設がਈপ活用औれる体制の整備ल૨化をる。 

  区域外施設のਹ用  

   区域を௭えた施設ਹ用のਠ૾を౷まえ、設定区域内での確保を前提にๆ区域ಉでの確保にもฑໞに対応する。 

３号認定子どもへの重点的な確保  

   ୄਃ児ญがい３号認定子ども（０２ع歳児）に対して、ਭけ入れଙિや施設の整備、保育士ಉの人౫確保

ल地域型保育事業の活用などにより、ਡ的に確保をষう。またजのは、ৗ制২ষ前から本市独自で導入し

ている 1 歳児に対して５人となる保育士の配置を継続する。 

教育・保育の一体的提供の推進  

保護者のニーズに応える教育・保育提供体制の整備や、少子化に向けた子どもの集団における育ちの確保のた

め、教育・保育を一体的に提供する幼保連携型施設の推進に取り組む。 

 

 

 

津市子ども・子育て支援事業計画における保育に係る確保の内容について 
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2 号認定子ども[ফೡ区ী5ع3؟ 歳] 
 平成２７ফ২ 平成２ڴফ২ 平成２ڵফ২ 平成３０ফ২ 平成３１ফ২ 
①のৄा 3,494 3,435 3,365 3,296 3,260 
②確保の方策 3,572 3,600 3,587 3,587 3,587 

②－① 78 165 222 291 327 
  

３号認定子ども[ফೡ区ী２ع１؟歳] 
 平成２７ফ২ 平成２ڴফ২ 平成２ڵফ২ 平成３０ফ২ 平成３１ফ২ 
①のৄा 2,124 2,106 2,087 2,052 2,023 
②確保の方策 1,913 2,006 2,087 2,087 2,087 

②－① ▲211 ▲100 0 35 64 
  

３号認定子ども[ফೡ区ী０؟歳] 
 平成２７ফ২ 平成２ڴফ২ 平成２ڵফ২ 平成３０ফ২ 平成３１ফ২ 

①のৄा 629 619 608 602 590 
②確保の方策 525 568 608 608 608 

②－① ▲104 ▲51 0 6 18 
 
 
 

＋93 人 

＋43 人 

保育に係るのৄाध確保の্ੁについて（Ｐ７０参照） 

＋28 人 
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市内保育所ಉにおいて設定したਹ用定৩ਯ（※）の合計を確保の方策として示しています。 
確保方策の取組として、既存施設の活用、区域外施設ਹ用による確保、地域型保育事業の認可をষいます。 
平成２ڴফ২に向けて、確保方策の内訳はઃのとおりষう予定です。 
（※્定教育・保育施設は、施設型ஔહをਭけるため、支ஔ認定子どもの区ীओとにਹ用定৩を設定して、確認をਭけるਏがあります。） 
 

方策 ３５ع歳児 １２ع歳児 ０歳児 
எয়保育所ੜണੵ事によるもの 28 人 12 人 10 人 
ਁয়保育所整備ੵ事によるもの ― 11 人 － 
地域型保育事業の認可によるもの ― 16 人（32 人）※ 3 人（6 人）※ 
எয়・ਁয়保育所による人৩配置ಉఒによるもの ―  54 人（38 人）※ 30 人（27 人）※ 

合計 28 人 93 人 43 人 
  
 
 
 また、幼保連携型施設による教育・保育の一体的提供の推進について、平成 27 ফ২においては、幼保連携型施設の
運営にਏなଵ৶体制や施設整備の検討をষうとともに、幼児教育・保育の提供におけるୖのຸいলしをষढてい
ます。 
 
 
 

確保্ੁのੌについてعق平成２ڴফ২ك 

※は地域型保育事業の認可について協議が進捗した場合 
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●地域型保育事業認可予定者 

設置者 ＮＰＯどんど 
設置場所 津市久居寺町 
事業形態 小規模保育Ａ型 
区域区分 久居区域 
৫ফ月日 平成 28 ফڰা 
ਹ用定員 ０歳児３人，１・２歳児 16 人 
給食の有無 あり 
連携施設 久居区域内の施設を検討 
保育部屋面積 建設中 
屋外遊戯場 設置予定 
職員配置 保育所と同様の配置 

 
○ 設置者は１５ফਰ久居区域内において子育て相談、親子広場など子育て支援への取組実績を持つ団体です。 
○ 津市の委託事業である子育て広場を運営するほか、認可外保育事業も実施しており、小規模保育をষうৱସをથ

していると考えられます。 

地域型保育事業の認可について 


